
１　基本情報

歳

会議１回につき、　５千円支給

歳

千円

※役員報酬及び職員給与については、市職員分を含まず

※平均給与月額は、常勤の正職員分のみ

３　財務の状況 (端数処理の関係で合計が一致しない事もありうる) （単位　千円）

【財産の概要】

【収支計算の概要】

市からの借入金 0 0 0

その他の借入金 0 0 0

うち市補助金 40,000 40,000 40,000

うち借入金収入 0 0 0

うち市からの収入合計 166,945 168,231 169,670

うち市受託金 126,945 128,231 129,670

当期収支 △ 813 △ 1,826 △ 357

当期収入合計 312,948 302,290 322,130

特別収入 0 200 762

特別支出 597 1,838 2,711

事業活動外支出 5,809 5,741 5,058

特別収支 △ 597 △ 1,638 △ 1,949

事業活動外収支 27,145 10,614 6,914

事業活動外収入 32,954 16,355 11,972

事業活動収入 279,994 285,735 309,396

事業活動支出 307,355 296,537 314,718

令和４年度 令和５年度 令和６年度

事業活動収支 △ 27,361 △ 10,802 △ 5,322

純資産 226,222 214,480 217,759

基本金 3,000 3,000 3,000

流動負債 39,306 34,981 31,682

固定負債 75,031 76,261 66,678

固定資産 287,709 277,925 272,347

負債 114,337 111,242 98,360

令和６年度

資産 340,559 325,722 316,119

流動資産 52,850 47,797 43,772

合計 88 1 3

令和４年度 令和５年度

0 2

計 77 0 2

職員平均年齢 54

うち臨時職員 18 0 0 平均給与月額 272

11 1 1

職員

常勤 35 0 0

非常勤 42

役員平均年齢 67

非常勤 11 1 1

計
市職員 市OB

役員

常勤

計

HPアドレス https://ikomashakyo.or.jp/

設立目的
生駒市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活
動の活性化により、地域福祉の推進を図る。

２　役職員の状況 （令和７年４月１日現在）

代表者 会長　小紫　雅史 所管部署 福祉部　地域共生社会推進課

基本財産 3,000 千円 市出資割合 0.0 ％

生駒市の外郭団体の概要

団体名 社会福祉法人　生駒市社会福祉協議会 設立年月日 昭和47年12月19日

所在地 生駒市元町１丁目６番１２号（生駒セイセイビル４階） 設立根拠 社会福祉法第１０９条
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４　市の財政的関与

補助金

委託料

貸付金

短期

長期（年度末残高）

その他市からの収入

債務保証・損失補償年度末残高

債務保証・損失補償限度額

５　財務・資産関係指標

50,190

・一般相談（428件）
・心配ごと相談（6件）

友愛電話訪問事業

福祉出前講座 自主事業
福祉についての学習の機会を提供し福祉活動、ボランティ
ア活動への発展と障がい者等への理解を深めるため地域に
出向いて講座を開催（６８回、４，４２４名）

事業名称 事業区分
決算額

（千円）
事業内容・成果

福祉総合相談 自主事業

自主事業
一人暮らし高齢者の安否確認と孤独感の解消のためボラン
ティアによる電話（対象者15名、訪問回数515回）

[自立性]

市への財政依存度
　市からの収入合計/当期収入合計×100

53.3% 55.7% 52.7%

６　主な事業実績 （令和６年度）

管理費比率
　管理費/当期支出合計×100

3.6% 5.5% 4.7%

職員１人当たりの収入額
　当期収入合計/職員数（役員を除く）

4,602千円 3,926千円 4,184千円

流動比率
　流動資産合計/流動負債合計×100

134.5% 136.6% 138.2%

[効率性]

人件費比率
　人件費計/当期支出合計×100

70.8% 67.6% 67.2%

[安全性・健全性]

自己資本比率
　純資産合計/資産合計×100

66.4% 65.8% 68.9%

借入金依存率
　借入金収入/当期収入合計×100

0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0

その他の財政上の援助（税の減免、使用料・手数料等の減免、建物の無償使用など）

令和４年度 令和５年度 令和６年度

（具体的項目）

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

40,000 40,000 40,000

126,945 128,231 129,670

うち管理費 11,146 16,643 14,996

区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度

当期支出合計 313,761 304,116 322,487

うち人件費 222,197 205,573 216,780



ボランティア活動の推進 自主事業

・ボランティア活動普及事業協力校への支援（小学校6
校、中学校3校、高校1校）
・ボランティア活動保険の加入手続き（ボランティア活動
保険2，588名、ボランティア行事用保険165件）

福祉団体事務局の運営 自主事業
生駒市民生･児童委員連合会、生駒市老人クラブ連合会、生
駒市保護司会、生駒市地区更生保護女性会、生駒市居宅介
護支援事業者協会事務局の運営

意思疎通支援事業 指定管理 5,702

聴覚障がい者の社会生活におけるコミュニケーションを円
滑に行うため、手話通訳者・要約筆記者の派遣
（手話通訳者：214件、265人派遣、要約筆記者：37
件、90名派遣）

社会参加促進事業 指定管理 1,404

・点字、声の広報の発行
・各種講座…手話奉仕員養成講座（基礎編）及び点訳講習会の開
催を見送ったが、聴覚障がい者や視覚障がい者の社会参加におけ
るコミュニケーションを助ける技術を学ぶ講座を開催した。

日常生活自立支援事業（福祉
サービス利用援助）事業

自主事業 1,254

判断能力が十分でない高齢者や障がい者の生活にかかわる
相談に応じたり、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭
管理等の支援を行う（利用者24名）【奈良県社会福祉協議
会が実施主体】

生駒市福祉センター 指定管理 53,376

社会福祉事業の推進、社会福祉活動の育成と市民のふれあ
いを図る活動拠点として、円滑な管理運営に努めた。
また、各種教室、軽スポーツ等を通して、障がい者の自
立、生活意欲の向上及び生きがいづくりに努めた。

生活福祉資金貸付事業 自主事業

収入が少なく、生活が不安定な世帯、障がい者がいる世
帯、介護を要する世帯などに資金を貸し付け、経済的な自
立や在宅福祉の向上を図ることで生活の安定を支援（貸付
相談97件）【奈良県社会福祉協議会が実施主体】

交通遺児奨学金の支給 自主事業
交通災害により親等を失った高校生へ交通遺児奨学金を支
給
（月額６，０００円、支給者対象者なし）

自主事業
・広報「社協だより」の発行（年4回）
・ホームページ、SNSの活用

車いすの貸出事業 自主事業
高齢者、身体障がい者等の外出援助のための、車いすを無
料で貸出
（貸出件数　99台）

緊急時あんしんカードの配布 自主事業
一人暮らし高齢者が緊急時に、速やかに連絡等ができるよ
う、氏名等の各自の情報を書き込み身近な所に常備できる
カードを作成し、民生・児童委員の協力により配布

ふれあいいきいきサロンの推進 自主事業
地域のボランティア、各種団体の協力のもと、高齢者や障
がい者、子育て中の親などが身近な地域で気軽に集えるふ
れあいいきいきサロンを推進

障害者週間キャンペーン事業 自主事業
障がい及び障がい者に対する理解を深めるとともに、障が
い者の社会参加を促進するための啓発事業を開催した。

50,190

福祉情報の提供

災害時に向けた取り組み 自主事業
「災害支援マニュアル」に基づく体制の確立において災害
対応訓練、ボランティア講座の開催



７　団体における現状と課題及び今後の方針について
現状・課題等 今後の方針

団体の必要性

地域社会において民間の自主的な福祉活動の
中核となり、住民の参加する福祉活動を推進
し、保健福祉上の諸問題を地域社会の計画
的・協働的努力によって解決しようとする公
共性・公益性の高い民間非営利団体で、住民
が安心して暮らせる福祉コミュニティづくり
と地域福祉の推進を使命とする。
社会福祉法では「地域福祉の推進を図ること
を目的とする団体」と規定されている。

社会福祉法に定める本来的な役割を確認し、
真に必要とされる事業の調査、普及、実施に
取り組む。

成年後見事業 受託事業 15,409

権利擁護の支援が必要な人を地域で支えることができる社
会を目指して、法人後見事業の体制整備とともに、関係機
関への成年後見制度等の知識の普及・啓発や専門職との
ネットワークづくりを目的として、実務者連絡会、相談会
等を開催した。

地域包括支援センターの運営 受託事業 28,300

高齢者が住み慣れた地域で生活するために、介護サービス
を始め、様々なサービスを包括的かつ継続的に提供するこ
とにより高齢者を支える総合機関（介護予防ケアプラン件
数：356件、総合相談件数：1,359件）

生活困窮者自立支援事業 受託事業 25,670

経済的な問題のみならず、複合的な問題を抱えている生活
困窮者に対して、生駒市くらしとしごと支援センターにお
いて個別的に対応し、自立に向けて支援する生活困窮者自
立相談支援事業を推進した。

障害福祉居宅介護事業 自主事業

5,910

障がい者の生活支援のためホームヘルパーを派遣し、介
護・家事等の援助を行う（派遣回数378回）

障害福祉生活介護事業 自主事業
障がい者の生活支援のため通所により、送迎、食事、入浴
等のサービスを行う（利用回数　延べ209回）

障害福祉同行援護・行動援護事業 受託事業
障がい者が円滑に外出できるよう同行援護（273回）、行
動援護（4回）を行う

訪問介護事業・介護予防訪問介
護事業

自主事業 18,297
要介護認定者・要支援者に対し訪問介護員を派遣
訪問介護（派遣回数　3,167回）介護予防訪問介護（派遣
回数　1,469回）

通所介護・介護予防通所介護事業 指定管理 82,089
要介護認定者・要支援者に対し、送迎、食事、入浴等の
サービスを行う通所介護（利用者　延べ6,033人）　介護
予防通所介護（利用者　延べ56人）

要介護認定調査事業 受託事業

21,791

市から介護保険認定調査事業を受託し、認定調査を行う
（調査件数31件）

居宅介護支援事業 自主事業
介護支援専門員が要介護認定者に対し居宅サービス計画
（ケアプラン）を作成（1,295件）



財務状況
団体の経常活動による収支は赤字であり、介
護保険事業等についても一部赤字であるが、
事業の採算性の向上を図っている。

引続き介護保険事業等の黒字経営を目指す。
主な収入源が市からの補助金、委託費となる
ため、委託費等の適正化を図っていく。

事業実施の内容・水準

【地域福祉活動の推進】
　福祉総合相談体制の充実として「心配ごと
相談」の運営、総合相談窓口の設置を行い、
多様な福祉ニーズの相談に応じている。さら
に、地域福祉活動を支える人材の養成を目的
として市内小中学校における福祉出前講座の
開催、地域住民の仲間づくりや交流の場とし
てのサロン活動の支援など福祉のまちづくり
を目指した多様な事業を実施するとともに、
生駒市民生・児童委員連合会、生駒市老人ク
ラブ連合会、生駒北地区保護司会などの事務
局の運営を行っている。

【日常生活自立支援事業】
　日常生活自立支援事業（福祉サービス利用
援助事業）は、認知症や知的・精神障がい等
の理由により判断能力が不十分な方々が、住
みなれた地域で安心して暮らすためのサービ
スを受けられるよう日常的な支援を行うこと
を目的として社会福祉法に位置づけられた事
業である。今後、認知症高齢者等の増加が見
込まれることから、本事業の役割は一層重要
なものと考えられる。

【権利擁護支援センターの運営】
　判断能力が十分でない者の権利の侵害への
対応及び権利の行使に社会的な支援が必要な
障がい者及び高齢者に対し、権利擁護に関す
る相談から支援までを総合的に行っている。

【生活福祉資金等を活用した自立支援】
　低所得や高齢者、障がい者世帯に対する、
奈良県社会福祉協議会の実施する生活福祉資
金貸付事業等を活用した資金の貸付を実施し
ている。生活福祉資金は、国が実施するセー
フティーネットの一環として位置づけられる
事業で、リストラ等で生活が困難になった世
帯の自立生活を再建するため不可欠な事業で
ある。行政では対応が困難な相談が寄せられ
るなど、重要な役割を果たしている。

[指定管理受託事業]
デイサービスセンター幸楽・福祉センターの
運営
[受託事業]
地域包括支援センターの運営
生駒市介護予防強化推進事業
生活困窮者自立相談支援事業

【地域福祉活動】
・福祉総合相談体制の維持、充実に努める。
また、市民の身近な福祉相談の窓口として、
福祉に関する相談や心配ごとの相談に応ずる
とともに、福祉サービスや諸制度利用に関す
る情報提供、各種専門機関の紹介を行う。
・福祉出前講座やサロン活動を周知する。
　

【日常生活自立支援事業】
判断能力が十分ではない高齢者や障がい者の
日常生活に関わる相談、福祉サービスの利用
援助、日常的な金銭管理の支援等を行う福祉
サービス利用援助事業を推進していく。

 
 

【権利擁護支援センター】
現体制を維持継続する。
・弁護士による法律相談を毎月第2・4木曜日
に、司法書士による成年後見専門相談を毎月
第３木曜日に実施する。
・権利擁護支援セミナーを開催し啓発を図
る。
　
【生活福祉資金等を活用した自立支援】
現体制を維持継続する。
・低所得者、高齢者及び障がい者世帯に対し
て奈良県社会福祉協議会が実施する生活福祉
資金貸付事業を活用した資金の貸付けに加
え、必要な援助指導等を行うことにより経済
的自立と生活意欲を助長する。

【介護保険関係事業】
・利用者の多様化、複雑化する介護ニーズに
対応するとともに、自立支援に向けたサービ
スの提供に努める。
・通所介護事業で、利用者の増加により昨年
度と比べ収入を増加することができた。今後
も訪問介護の利用者の増加に努めていく。

組織（人員）体制 正規職員１7名、非正規職員６0名
正規職員の社会福祉士等福祉関係資格の未資
格者の資格取得に向け、研修の機会の提供等
配慮していく。



市民への情報開示
広報誌「社協だより」の発行やホームページ
の運営などにより、事業内容等を中心とした
広報活動を行っている。

広報紙「社協だよりいこま」やホームページ
の運営により、積極的な広報活動を実施す
る。

その他特記事項

市
の
関
与

人的関与 最小限の関与にとどめられている。

市の福祉行政との密接な連携のため、一定の
人的関与は必要と考える。
社会福祉協議会の相談機能の一部を市役所地
下に移転することにより、相談支援のワンス
トップ化が図られ、市民の利便性の向上に寄
与できているため、現体制を維持する。

財政的関与
市からの補助金として4,000万円が交付され
た。

協議会の役割を高め、継続的な補助金の交付
を求めていきたい。

社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進を図る」という重要な役割を期待されている。ま
た、民間組織としての利点を生かし、地域住民やボランティア等の参画・協力を得て、地域が抱える課題解決に向け
た事業に取り組んでいただいている。住民の抱える課題が複雑化、複合化しているが、生活支援や、高齢者の見守り
等について地域住民や、関係団体、行政と連携し、さらに取り組みをすすめていただきたい。

今年度の取組実績等に対する評価と今後団体に対して市が期待する役割・課題等【担当部署】


